
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１月２０日 ０９時１５分ごろ 

発生場所 大分県大分市関埼
せきさき

東方沖 

 関埼灯台から真方位１０３°１,１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１５.９′ 東経１３１°５４.８′） 

事故の概要 漁船松栄
まつえい

丸は、南南西進中、また、プレジャーボートKIRIN
キ リ ン

は、漂

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１月２２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 松栄丸、２.２トン 

ＯＴ３－４８０８２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート KIRIN、１.３トン 

２９４－１９１９９大分、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破口及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、漁場を出発して大分市佐賀関漁

港（以下「本件漁港」という。）に帰航する目的で、約８ノットの対

地速力により南南西進した。 

船長Ａは、右舷船首方に南東進するタグボートを認め、後部甲板で

舵柄を握り、タグボートの動静を見ながら、舵柄を右側に動かしてそ

の船尾方を通過した。 

船長Ａは、舵柄を左側に動かして元の針路に戻し、舵柄を握ったま

ま航行していたところ、船首部に衝撃を感じ、周囲を見回してＢ船と

衝突したことを知った。 

Ａ船は、後部甲板で舵柄の操作を行った場合、操舵室により船首方

から左舷船首方にかけて死角が生じる状態であった。 

船長Ａは、ふだん、舵柄の操作を行う場合に生じる死角に対し、舵

柄から手を離して台の上に立つか、身体を左右に動かすかして船首方

の死角を解消していたが、本事故当時、前路にタグボート以外の船舶

を認めなかったので、タグボートを通過した後、前路に他船はいない

と思い、身体を左右に動かしていなかった。 



Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、船首を南東方

に向けて釣りを行いながら漂泊中、船長Ｂが、Ａ船を左舷方に認めた

が、漁船は通常、Ｂ船が釣りを行っていた海域の沖を航行して本件漁

港に入航していたので、今回もＡ船が沖を航行して本件漁港に入航す

ると判断し、Ａ船から目を離して釣りを行いながら漂泊を続けた。 

右舷船尾側で釣りをしていた船長Ｂは、前部甲板で根掛かりを外す

作業を行っていた知人２人が気になり、前方を見たところ、左舷船首

方至近となったＡ船に気付いたものの、どうすることもできず、Ｂ船

の左舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

分析 

 

Ａ船は、南南西進中、船長Ａが、後部甲板で舵柄の操作を行い、操

舵室により船首方に死角が生じた状態で航行を続けたことから、船首

方の死角に入っていた漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、Ａ船を認めた際、通常、漁船が沖を航

行して本件漁港に入航しており、Ａ船も沖を航行して本件漁港に入航

すると判断し、漂泊を続けたことから、Ａ船が接近していることに至

近となるまで気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、後部甲板

で舵柄の操作を行い、操舵室によって船首方に死角が生じた状態で航

行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船を認めた際、沖を航行して本件漁港

に入航すると判断し、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、船首方に死角が生じる場合、船首又は身体を

左右に振るなどして死角を補う見張りを行うこと。 

・小型船舶の船長は、漂泊中、接近してくる他船を認めた場合、継

続して同船の動向を監視し、必要があれば余裕がある時機に船体

を移動させるなど、衝突を避けるための措置を採ること。 

 


